
 阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一
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  令和７年１０月２８日 
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阿賀野市規則第４２号 

   阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

の一部を改正する規則 

 阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平

成１８年阿賀野市規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中 

「 

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス 

区分 

サービスの種類 
申請に係る具体的内容 

介護給付費 訓練等給付費 

訪
問
系
・
そ
の
他 

□居 宅 介 護 □就 労 定 着 支 援   

□重 度 訪 問 介 護 □自 立 生 活 援 助 

□同 行 援 護 

 

□行 動 援 護 

□短 期 入 所 

□重度障害者等包括支援 

日
中
活
動
系 

□療 養 介 護 □自立訓練 (機能訓練 ) 

□生 活 介 護 □自立訓練 (生活訓練 ) 

  

□宿 泊 型 自 立 訓 練 

□就 労 移 行 支 援 

□就労移行支援(養成施設) 

□就 労 継 続 支 援 A 型 

□就 労 継 続 支 援 B 型 

居住系 □施 設 入 所 支 援 □共同生活援助(グループホーム) 

地域相

談支援 

□地 域 移 行 支 援 

  

 

□地 域 定 着 支 援 

」 

を 

「 

7.11.7 



申 

請 

す 

る 

サ 

ー 

ビ 

ス 
 

区分 

サービスの種類 
申請に係る具体的内容 

介護給付費 訓練等給付費 

訪
問
系
・
そ
の
他 

□居 宅 介 護 □就 労 定 着 支 援   

□重 度 訪 問 介 護 □自 立 生 活 援 助 

□同 行 援 護 □就 労 選 択 支 援 

□行 動 援 護 

 

□短 期 入 所 

□重度障害者等包括支援 

訓
練
系
・
就
労
系 

日
中
活
動
系 

□療 養 介 護 □自立訓練 (機能訓練 ) 

□生 活 介 護 □自立訓練 (生活訓練 ) 

  

□宿 泊 型 自 立 訓 練 

□就 労 移 行 支 援 

□就労移行支援(養成施設) 

□就 労 継 続 支 援 A 型 

□就 労 継 続 支 援 B 型 

居住系 □施 設 入 所 支 援 □共同生活援助(グループホーム) 

地域相

談支援 

□地 域 移 行 支 援 

  

 

□地 域 定 着 支 援 

」 

に改める。 

 第５号様式中 

「 

変
更
を
申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス 

区分 

サービスの種類 
申請に係る具体的内容 

介護給付費 訓練等給付費 

訪
問
系
・
そ
の
他 

□居 宅 介 護 □就 労 定 着 支 援   

□重 度 訪 問 介 護 □自 立 生 活 援 助 

□同 行 援 護 

 

□行 動 援 護 

□短 期 入 所 

□重度障害者等包括支援 

日
中
活
動
系 

□療 養 介 護 □自立訓練 (機能訓練 ) 

□生 活 介 護 □自立訓練 (生活訓練 ) 



  

□宿 泊 型 自 立 訓 練 

□就 労 移 行 支 援 

□就労移行支援(養成施設) 

□就 労 継 続 支 援 A 型 

□就 労 継 続 支 援 B 型 

居住系 □施 設 入 所 支 援 □共同生活援助(グループホーム) 

地域相

談支援 

□地 域 移 行 支 援 

  

 

□地 域 定 着 支 援 

」 

を 

「 

変

更

を

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス 

区分 

サービスの種類 
申請に係る具体的内容  

介護給付費 訓練等給付費 

訪
問
系
・
そ
の
他 

□居 宅 介 護 □就 労 定 着 支 援   

□重 度 訪 問 介 護 □自 立 生 活 援 助 

□同 行 援 護 □就 労 選 択 支 援 

□行 動 援 護 

 

□短 期 入 所 

□重度障害者等包括支援 

訓
練
系
・
就
労
系 

日
中
活
動
系 

□療 養 介 護 □自立訓練 (機能訓練 ) 

□生 活 介 護 □自立訓練 (生活訓練 ) 

  

□宿 泊 型 自 立 訓 練 

□就 労 移 行 支 援 

□就労移行支援(養成施設) 

□就 労 継 続 支 援 A 型 

□就 労 継 続 支 援 B 型 

居住系 □施 設 入 所 支 援 □共同生活援助(グループホーム) 

地域相

談支援 

□地 域 移 行 支 援 

  

 

□地 域 定 着 支 援 

」 

に改める。 

   附 則 



 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


